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別 紙 

国民健康保険療養給付費等負担金等交付要綱 

（通  則） 

１ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第６９条、第７０条、

第７３条及び第８１条の３の規定に基づく国庫負担（補助）金については、予算の範囲内にお

いて交付するものとし、法、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 （昭和３４年政

令第４１号。以下 「算定政令」という。）、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定

に関する省令（昭和４７年厚生省令第１１号。以下「算定省令」という。）、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「補助金等適正化法施行令」

という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成１２年 令第６号）の規定による

ほか、この交付要綱の定めるところによる。 

（交付の目的） 

２ この負担金及び補助金（以下「負担金等」という。）は、法第３条第１項に規定する都道府

県及び当該都道府県内の市町村（特別区を含む。）（以下「都道府県等保険者」という。）に

よる国民健康保険事業並びに同条第２項に規定する国民健康保険組合（以下「国保組合」とい

う。）による国民健康保険事業の運営の安定化を図ることを目的とする。 

（交付の対象事業） 

３ この負担金等は、次に掲げる事業を交付の対象とする。 

(1) 国民健康保険療養給付費等負担金

① 療養給付費負担事業

都道府県等保険者が法の規定に基づいて行う療養の給付、入院時食事療養費、入院時生

活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養

費及び高額介護合算療養費の支給 

② 高額医療費負担事業

都道府県等保険者が法の規定に基づいて行う３(1)①に掲げる療養の給付等の支給に関

し、高額な医療に関する給付に要する費用の支出 

③ 特別高額医療費共同事業

都道府県が法の規定に基づいて行う特別高額医療費共同事業拠出金の納付

(2) 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金

 都道府県が高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高確法」

という。）の規定に基づいて行う後期高齢者支援金の納付 

(3) 国民健康保険介護納付金負担金

  都道府県が介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に基づいて行う介護納付金の

納付 

(4) 国民健康保険組合療養給付費補助金

① 療養給付費補助事業

厚生省 

労働省 
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国保組合が法の規定に基づいて行う療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、

保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額

介護合算療養費の支給 

    ② 組合普通調整補助事業 

        国保組合が法の規定に基づいて行う算定政令第５条第８項（後期高齢者支援金及び介護

納付金の納付に要する費用を除く。）に定める事業 

  ③ 組合特別調整補助事業 

    国保組合が法の規定に基づいて行う算定政令第５条第９項（後期高齢者支援金及び介護

納付金の納付に要する費用を除く。）に定める事業 

(5) 国民健康保険組合後期高齢者医療費支援金補助金 

① 後期高齢者医療費支援金補助事業 

  国保組合が高確法の規定に基づいて行う後期高齢者支援金の納付 

    ② 組合普通調整補助事業 

        国保組合が法の規定に基づいて行う算定政令第５条第８項（後期高齢者支援金の納付に

要する費用に限る。）に定める事業 

  ③ 組合特別調整補助事業 

    国保組合が法の規定に基づいて行う算定政令第５条第９項（後期高齢者支援金の納付に

要する費用に限る。）に定める事業 

   (6) 国民健康保険組合介護納付金補助金 

  ① 介護納付金補助事業 

    国保組合が介護保険法の規定に基づいて行う介護納付金の納付 

    ② 組合普通調整補助事業 

        国保組合が法の規定に基づいて行う算定政令第５条第８項（介護納付金の納付に要する

費用に限る。）に定める事業 

  ③ 組合特別調整補助事業 

    国保組合が法の規定に基づいて行う算定政令第５条第９項（介護納付金の納付に要する

費用に限る。）に定める事業 

 (7) 国民健康保険組合事務費負担金 

   国保組合が法第６９条の規定に基づいて行う国民健康保険の事務の執行 

 

（交付額の算定方法） 

４ この負担金等の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。 

(1)  ３の(1)から(7)までの事業（ ３(1)③の事業を除く。） 

算定政令、健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２０年政令第１１６号）及

び算定省令の規定により算出した額とする。 

なお、交付額の算出に当たっては、法第６４条第１項の規定による損害賠償金、法第６

５条第１項の規定による徴収金並びに同条第３項の規定による返還金及び加算金の額を控

除するものとする。 

(2) ３(1)③の事業 

算定政令の規定により、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の納付に要する費用の一
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部について、当該年度の予算で定める額とし、具体的には次により算出された額とする。

ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるも

のとする。 

なお、交付額の算出に当たっては、法第６４条第１項の規定による損害賠償金、法第６

５条第１項の規定による徴収金並びに同条第３項の規定による返還金及び加算金の額を控

除するものとする。 

① 次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少

ない方の額を選定する。 

②  ①により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較し

て少ない方の額を選定し、交付額とする。 

１ 基準額 ２ 対象経費 

厚生労働大臣が必要と認めた額 事業を実施するために必要な次に掲

げる経費 

事業費拠出金 

 

（交付の条件） 

５ この負担金等の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

  (1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければなら

ない。 

   ただし、各負担（補助）金間の経費の配分の変更は、承認をしないものとする。 

  (2) 事業の内容を変更する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 

  (3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 

  (4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びその他

の財産については、補助金等適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大

臣が別に定める期間を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないでこの負担金等の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

  (5) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

  (6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管

理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

  (7) 負担金等と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式第１による調書を作成す

るとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、当該調書及び証拠書類を

負担金等の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた

日。以下同じ。）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

      ただし、国保組合にあっては前記調書に代えて負担金等と事業に係る収入及び支出を明ら

かにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類

を負担金等の額の確定の日の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

  (8) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の財産がある場合は、(7)に定

める書類については、同事項に定める期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又

は補助金等適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期
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間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 

（申請手続） 

６ この負担金等の交付の申請は、次により行うものとする。 

(1) ３の(1)①、(2)及び(3)に掲げる事業 

都道府県は様式第２－１による申請書に関係書類を添えて、毎年度４月１５日までに厚生

労働大臣に提出するものとする。 

(2) ３(1)②に掲げる事業 

都道府県は様式第２－２による申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに厚生労働

大臣に提出するものとする。 

(3) ３(1)③に掲げる事業 

都道府県は様式第２－３による申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに厚生労働

大臣に提出するものとする。 

(4) (1)から(3)までにより申請を行う都道府県は、当該申請に当たって必要な情報について、

当該都道府県内の市町村に対して報告を求めるものとする。 

(5) ３の(4)①、(5)①、(6)①及び(7)に掲げる事業 

国保組合は様式第２－４による申請書に関係書類を添えて、毎年度４月１５日までに厚生

労働大臣に提出するものとする。 

(6) ３の(4)の②及び③、(5)の②及び③並びに(6)の②及び③に掲げる事業 

国保組合は様式第２－５による申請書に関係書類を添えて、毎年度４月１５日までに厚生

労働大臣に提出するものとする。 

(7) 補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県知事が行うことについて同意をする決定を

した都道府県の管下における国保組合にあっては、(5)及び(6)の規定によらず、都道府県知

事が定める日までに都道府県知事に提出するものとし、都道府県知事は、申請書を受理した

ときはこれを審査し、取りまとめのうえ、様式第５により関係書類を添えて、毎年度４月１

５日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（変更申請手続） 

７ この負担金等の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付等の申請を

行う場合は、次により行うものとする。 

 (1) 都道府県は様式第３－１（３(1)②の事業の場合は様式第３－２、３(1)③の事業の場合は

様式第３－３）、国保組合は様式第３－４（３の(4)の②及び③、(5)の②及び③並びに(6)

の②及び③の事業の場合は様式第３－５）による申請書に関係書類を添えて、別に定める日

までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

(2) 補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県知事が行うことについて同意をする決定を

した都道府県の管下における国保組合にあっては、 (1)の規定によらず、都道府県知事が定

める日までに都道府県知事に提出するものとし、都道府県知事は、申請書を受理したときは

これを審査し、取りまとめのうえ、様式第５により関係書類を添えて、別に定める日までに

厚生労働大臣に提出するものとする。 
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（交付決定までの標準的期間） 

８ この負担金等の交付決定までに要する標準的期間は、次によるものとする。 

 (1) 都道府県知事は、６(7)による申請書を受理した日から起算して、原則として１０日以内に

厚生労働大臣へ提出を行うものとし、厚生労働大臣は申請書が到達した日から起算して原則

として３０日以内に交付の決定を行うものとする。 

 (2) 都道府県知事は、７(2)による申請書を受理した日から起算して、原則として１０日以内に

厚生労働大臣へ提出を行うものとし、厚生労働大臣は申請書が到達した日から起算して原則

として３０日以内に交付の決定を行うものとする。 

 

（負担金等の概算払） 

９ 厚生労働大臣は、原則として支払うべき額を確定した後、都道府県等保険者及び国保組合（以

下「保険者」という。）が提出する精算払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、

厚生労働大臣は、保険者から適法な精算払請求書を受理してから速やかにこれをしなければな

らない。 

ただし、保険者が概算払による支払を要望する場合は、厚生労働大臣は、保険者の資力、補

助事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大

臣に協議し、承認が得られた場合には概算払をすることができる。 

 

（交付決定の通知） 

10 国保組合に係る負担金等について、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県知事が行

うことについて同意をする決定をした都道府県知事は、厚生労働大臣の交付決定通知依頼又は

変更交付決定通知依頼があったときは、国保組合に対し様式第６－１又は様式第７－１（３の

(4)の②及び③、(5)の②及び③並びに(6)の②及び③の事業の場合は様式第６－２又は様式第７

－２）により速やかに交付決定の通知を行うものとする。 

 

（負担金等の返還） 

11 厚生労働大臣は、交付すべき負担金等の額を確定した場合において、既にその額を超える負

担金等が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還すること

を命ずる。 

 

（実績報告） 

12 この負担金等の事業の実績報告は、次により行うものとする。 

(1)  当該年度の事業が完了したときは、都道府県は様式第４－１（３(1)②の事業の場合は様式

第４－２、３(1)③の事業の場合は様式第４－３）、国保組合は様式第４－４（３の(4)の②

及び③、(5)の②及び③並びに(6)の②及び③の事業の場合は様式第４－５）による実績報告

書に関係書類を添えて、翌年度８月１５日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

(2)  補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県知事が行うことについて同意をする決定を

した都道府県の管下における国保組合にあっては、 (1)の規定によらず、都道府県知事が定

める日までに都道府県知事に提出するものとし、都道府県知事は、報告書を受理したときは

これを審査し、取りまとめのうえ、様式第５による進達書に関係書類を添えて、翌年度８月
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１５日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（負担金等の額の確定の通知） 

13 国保組合に係る負担金等について、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県知事が行

うことについて同意をする決定をした都道府県知事は、厚生労働大臣の交付額の確定通知依頼

があったときは、国保組合に対し様式第８－１（３の(4)の②及び③、(5)の②及び③並びに(6)

の②及び③の事業の場合は様式第８－２）により速やかに確定の通知を行うものとする。 

 

（その他） 

14  特別の事情により４、６、７及び１２に定める算定方法、手続によることができない場合は、

あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。 

 


